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「オープンデータの定義と意義」での目的は、
オープンデータとは何かを理解すること
オープンデータの意義を理解すること

にあります。
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最初は、オープンデータとは何か、について説明します。
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オープンデータとは、機械判読に適した形で、二次利用可能なルールの下で公開さ
れる公共データです。

オープンデータの定義としては、さまざまなものがありますが、政府が公開している
「オープンデータ基本指針」では、以下のすべてを満たす形で公開されたデータ、と定
義されています。
第1に、営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの。
第2に、機械判読に適したもの。
第3に、無償で利用できるもの。

公益企業など⺠間事業者や個⼈が保有し、二次利用可能な形で公開されるものも、オー
プンデータに含まれます。

ここで、「二次利用可能なルール」「機械判読に適した」という言葉で出てきます。
これがどういうことなのか、説明します。
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二次利用とは、公開されたデータをコピー・加工して利用することをいいます。
たとえば、公開されたデータをグラフにしたり、分析して傾向をつかんだり、公
開されたデータから利用者に通知をするアプリケーションを構築したりします。
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このように、公開されたデータから分析結果を得たり、公開されたデータからアプリ
ケーションを構築したりするためには、そのデータが二次利用できる利用ルールで公開
されている必要があります。

たとえば、公開されたデータに対して
「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、

無断で複製・転用することはできません
というような制限がある場合、そのデータを利用することができません。

一方、政府標準利用規約にあるように
データはクリエイティブ・コモンズ・ライセンス（以下「CCライセンス」といい
ます。）の表示4.0 国際により利用できます。
数値データ、簡単な表・グラフ等のデータは著作権の対象ではありませんので、
自由に利用できます。
というような表示がされていれば、そのデータを利用して分析をしたり、アプリ
ケーションを構築したりできます。
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機械判読に適した形、とは、コンピュータが扱いやすい形式です。

オープンデータは、アプリケーションが利用するなど、コンピュータが分析・解析して
利用するケースが多いです。
このため、データがコンピュータが分析・解析しやすい形であることが望ましいです。

機械判読に適した形は、必ずしも⼈間が見やすい形と限りません。
たとえば、我々が左側の表を見れば、2018年の4ヶ月分のデータが掲載されているこ
とが分かります。
しかし、これをコンピュータが解読するためには、左端の2018というデータがどこまで
かかっているのかを理解する必要があります。

一方、右側の表は、⼈間が見やすい形ではありませんが、表を構成するすべての箇所
にデータがあり、そのデータはカンマで区切られています。
このようなデータは、左から右へ、上から下へ読み進めれば解釈できるため、コ
ンピュータが簡単に解釈できます。
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Webの父であるティム・バーナーズ=リーは、オープンデータの形式を5つのレベルに分
けています。

★は、オープンライセンスでデータが公開されていることを表しています。ファイル形
式などは問いません。
★★は、データが構造化されていることを表しています。エクセルなどが典型的な例に
なります。
★★★は、特定のソフトに縛られることなくだれでも利用できる形式であることを表し
ています。例えば、エクセルのデータをCSVに変換して公開すると、星3つのレベルにな
ります。
★★★★は、データを一意に識別できるように識別子としてURI（Unified Resource 
Indicator）を使用していることを表します。データを表現する方法としては、
RDF(Resource Description Framework）が用いられます。
★★★★★は、データとデータを結合したリンクト・オープンデータになっていること
を表しています。データ同士が相互にリンクされることで、データのウェブができあが
ります。

自治体がオープンデータを公開する際の１つの目安としては、★★★のCSVのレベルを
目標にするのがよいと言われます。
ただし、まずは★の形式であっても、オープンライセンスでデータを公開することが重
要です。

7



では、データを機械判読に適した形にするには、どうすればよいのでしょうか。
内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室が
「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方」の別添2
として公開しています。
この中の「データ構造に関する留意事項」として、8つの留意事項を紹介してい
ます。
それぞれについて、解説します。
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この後の解説で利用する用語を、ここで定義します。
それぞれの用語の意味は、以下の通りです。
キャプション（表題）: 表形式データ全体を表す短い説明。
カラム（Column）: 表形式データの、縦方向の列。
ロウ（Raw）: 表形式データの、横方向の行。
セル（Cell）: 表形式データの各項目。表計算ソフトでは、個々のマス目として
表現される。
データセル（Data Cell）: 表形式データにおいて、数値データ本体が格納され
るセル。
タイトル（Title、題目）: 表形式データの、各カラムの冒頭。カラムに含まれる
データセルの内容や単位を説明する。
タイトル行: タイトルが配置された行。
テーブル（Table、表）: 1行以上からなるタイトル行、1行以上のデータセル、
0行以上の脚注からなる、セルの集合。
データセット（Dataset）: テーブルを含む表形式データのまとまり。
脚注: 表形式データに付与する、タイトルやデータセルに対する補助説明。
脚注番号: タイトルやデータセルに付与する、脚注と結びつけるための番号。
単位: 数値の基準となる、約束された一定量。例えば、 "m"（メートル）や"g"
（グラム）に代表される物理単位や、「円」「ドル」に代表される貨幣単位等が
ある。
記数単位: データセルの値の桁を示す数。たとえば、単位として「百万円」と書
かれているカラムの記数単位は「1,000,000」である。実際の値は、データセルの
値に記数単位を乗じたものである。
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第1の留意事項は、「1つのデータセットには、1つのテーブルのみ含む」です。
左側の図には、複数の表があります。
このようなデータセットをコンピュータが解読するためには、表の切れ目を扱う
必要があり、解読手順が複雑になります。
このため、1つのデータセットには、1つの表のみを持つべきです。
複数の表が必要である場合は、その数だけ分割しましょう。
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第2の留意事項は、「データセルに、整形や位取りのための文字（スペース、改行、カン
マ等）を含めない」です。
左側の図の集計項目カラムにある「ああ」「いい」等のデータセルには、整形のための
空白があります。
データセルに含まれる空白や改行に意味があるどうか、機械は判別できません。
また、数値データには位取りのためのカンマが含まれています。カンマを除かなければ、
機械はそのデータを正しい値として認識できません。
このため、機械の解読に不要な空白や改行、カンマ等を除きましょう。
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第3の留意事項は、「年の値には、⻄暦表記とし、和暦を併記する」です。
左側の図の年次カラムは和暦で書かれています。
コンピュータのプログラムでは、年の値を数値の大小により比較することが多いです。
このため、年の値は、年が経過するごとに値が増加する⻄暦とし、必要に応じて和暦を
併記しましょう。
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第4の留意事項は、「数値等のデータの値やタイトル、単位以外の情報を、セルに含めな
い」です。
左側の図の差分の合計値は「a) 69」です。
このセルには、値である「69」と、注釈番号である「a)」の両方が含まれています。
機械がこのセルを解読するには、「a)」が注釈番号であることを理解し、それを事前に
除かなければなりません。
このため、機械に解読させるべき数値やタイトル以外の情報を、セルには持たせないよ
うにしましょう。
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第5の留意事項は、「すべてのセルは、他のセルと結合しない」です。
左側の図は、タイトルのセルが結合されています。
通常、結合されたセルは、原則的にはすべて同じ値を持ちます。
これを機械が解読するためには、結合されたセルの値と、結合されている範囲を認識す
る必要があります。
このため、セルは結合せず、同じ値を記載するようにしましょう。
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第6の留意事項は、「値が存在しない場合を除き、データセルを空白にしない。（データ
値を省略しない）」です。
左側の図、「年次」セルの平成5年以降の第1列及び第3列は、空白です。
我々は、「平成5年」の下のデータセルは「平成」と「年」が省略されて、これは「平成
6年」のことがあることがわかりますが、機械には分からりません。
このため、このようなデータを機械判読に適した構造にするためには、値が存在しない
場合を除き、データセルを空白にせず、値は省略しないようにしましょう。
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第7の留意事項は、「データセルの内容を示すタイトルは、1行で構成する」です。
左側の図のタイトルは構造化されており、2行からなります。
右端のカラムは、「差分（平成23年から平成24年の増減割合）」という意味ですが、こ
れを機械は解読できません。
タイトルの文言を工夫して、カラムのタイトルを1行で表現しましょう。

16



第8の留意事項は、「データの単位を明記する」です。
データの単位（物理単位、貨幣単位）は、データ処理に必須です。このため、カ
ラムにはデータの単位を明記しましょう。
なお、国際単位系に含まれる単位については、国際単位系の利用を推奨します。
日本独自の単位系を利用する場合は、国際単位系への換算値を併せて記載しま
しょう。
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オープンデータの背景として、オープンデータが世界的に広まる契機となった、
2013年、英国ロック・アーンで開催されたG8での「オープンデータ憲章」を説明
します。

「オープンデータ憲章」では、オープンデータを推進するための5つの原則が定
められました。

原則の第1は、原則としてのオープンデータです。
これはは、政府のデータのすべてが原則として公表されるという期待を醸成する
ということです。

原則の第2にある「質と量」の原則とは、オープンデータの量はもちろんのこと、
正確な質の高いオープンデータを公表することや、データの情報が平易且つ明確
であること、データの特性がわかりやすく説明されていること、可能な限り早急
に公表することです。

原則の第3にある「すべての者が利用できる」とは、誰もが入手可能なオープンな形式で
データを公表することと、多様なニーズに応えるために可能な限り多くのデータを公表
することです。
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原則の第4にある「ガバナンス改善のためのデータの公表」とは、オープンデータの恩恵
を世界中の誰もが享受出来るように、技術的専門性や経験を共有することと、データの
収集、基準及び公表プロセスに関して透明性を確保することです。

原則の第5にある「イノベーションのためのデータの公表」とは、オープンデータ・リテ
ラシ−を高め、オープンデータに携わる⼈々を育成するとともに、将来世代のデータイ
ノベーターの能力を強化することです。
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日本では、平成25年6月に日本政府が「成⻑戦略」において、⺠間の力を最大限引
き出すための戦略の1つに「オープンデータ」を取り入れました。

成⻑戦略では、
- 世界に負けないようにビッグデータやオープンデータの利活用を積極的に進め
ること、
- 地理空間情報、調達情報、統計情報、防災・減災情報などの公共データを積極
的かつ速やかに公開し、新たなビジネスを創出を後押しすること、
- ＩＴ利活用の阻害要因となる規制・制度を洗い出し、改革を進めること、
などが明記されました。
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日本でも、平成28年12月14日に「官⺠データ活用推進基本法」が公布・施行されました。
ここでは、地方公共団体は、保有するデータを国⺠が容易に利用できるよう必要な措置
を講ずるものとされ、オープンデータを推進することが求められています。

官⺠データ活用推進基本法によって、
- データ保有主体の壁を越えた円滑なデータ流通の促進
- 国⺠一⼈一⼈が今まで以上にきめ細かいサービスを享受できる社会の実現
- 防災や見守りをはじめ、公共性の高い分野で、より充実した行政サービス等の実現
が期待されています。
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この合意を受けて日本政府は「成⻑戦略」において、⺠間の力を最大限引き出すための
戦略の1つに「オープンデータ」を取り入れ、オープンデータの推進を進めています。
令和２年６月現在では、全ての都道府県がオープンデータの取り組みを開始し、取り組
み済みの市区町村も769に達しています。
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